
議案第２８号 

区長の権限に属する事務の委任及び補助執行について〔教委〕の改

正に係る協議について 

上記の議案を提出する。 

令和３年３月２６日 

提出者 板橋区教育委員会教育長 中川 修一 

 

区長の権限に属する事務の委任及び補助執行について〔教委〕の改正 

に係る協議について 

  

令和３年３月２２日、板橋区長より、区長の権限に属する事務の委任

及び補助執行について〔教委〕 ( 昭和５３年４月１日板総総第２７号区

長通知 ) の改正について、地方自治法第１８０条の２の規定に基づく協

議の申し入れがあったため、これに同意する。 

 

１ 改正内容 

  第３ 次長等に補助執行させる事務のうち、１の（７）「東京都板橋

区私立幼稚園就園奨励費補助事業に関すること。」を削る。 

２ 改正理由 

  令和元年１０月から開始された幼児教育・保育の無償化に伴い、私立

幼稚園就園奨励費補助事業が同年９月３０日をもって廃止となり、また、 

 令和元年度の補助金に係る清算処理についても完了したため。 

 

 （提案理由） 

補助事業の終了に伴い、上記通知の改正に係る協議 ( 同意 ) を行う必

要がある。 



1/1 

区長の権限に属する事務の委任及び補助執行について〔教委〕 新旧対照表 

 

新 旧 

○区長の権限に属する事務の委任及び補助執行について〔教委〕 ○区長の権限に属する事務の委任及び補助執行について〔教委〕 

昭和53年４月１日板総総発第27号 昭和53年４月１日板総総発第27号 

このことについて、板橋区教育委員会と協議がととのつたので、本日から

下記により執行されたい。 

このことについて、板橋区教育委員会と協議がととのつたので、本日から

下記により執行されたい。 

なお、これらの事務の処理にあたつては、関係の条例、規則、規程及び通

達を遵守し、遺漏のないよう期されたい。 

なお、これらの事務の処理にあたつては、関係の条例、規則、規程及び通

達を遵守し、遺漏のないよう期されたい。 

記 記 

第１・第２ 略 第１・第２ 略 

第３ 次長等に補助執行させる事務 第３ 次長等に補助執行させる事務 

１ 同右 １ 教育委員会の所掌事項に係る次に掲げる事務（第５に掲げるものを除

く。）は、次長、担当部長、各課長、指導室長、教育支援センター所長

及び中央図書館長に補助執行させる。 

(１)～(６) 略 (１)～(６) 略 

本号削る (７) 東京都板橋区私立幼稚園就園奨励費補助事業に関すること。 

(７)～(９) 略 (８)～(10) 略  

２ 略 ２ 略 

以下略 以下略 

 




